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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軟質フィルムによって局所用組成物封入用の収納部が形成され、該収納部の開口部が硬
質又は半硬質フィルムの上蓋で覆われ、両フィルムの周縁鍔部がヒートシールされてなる
カプセルにおいて、該軟質フィルムが、２層以上の積層体からなり、収納部に接する側の
少なくとも１つの層が易破壊部を有し、その外側に該破壊部が破壊されると同時に破断さ
れる補強層を設けて、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる加圧法で、２０Ｎの
圧縮荷重に耐えることを特徴とする易破壊性カプセル。
【請求項２】
　上記収納部が、略半球状又は半楕円球状であって、その空間の７０体積％以上に局所用
組成物が封入されてなることを特徴とする請求項１に記載の易破壊性カプセル。
【請求項３】
　上記カプセルには、(A)機械的手段による薄肉部の形成、(B)化学的変性による脆弱部の
形成又は(C)収納部の外側に突出する複数の突起部の形成、のいずれかによって、ＪＩＳ
　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる加圧方法で、２０Ｎを超える圧縮荷重で破壊可能
な易破壊部が設けられてなることを特徴とする上記請求項１又は２に記載の易破壊性カプ
セル。
【請求項４】
　少なくとも２層の積層体からなる軟質フィルムのうち、局所用組成物の収納部内側の樹
脂フィルムに易破壊部が設けられ、該フィルムの補強層として含フッ素系樹脂フィルムを
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使用することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の易破壊性カプセル。
【請求項５】
　上記軟質フィルムの少なくとも一層として酸素バリア樹脂フィルムを使用することを特
徴とする請求項１～４のいずれかに記載の易破壊性カプセル。
【請求項６】
　上記ヒートシール部が、アイオノマーを含有することを特徴とする請求項１～５のいず
れかに記載の易破壊性カプセル。
【請求項７】
　上記収納部に封入の局所用組成物が、粉末状、液状、ゲル状又はクリーム状の化粧料又
は薬剤から選ばれたものであることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の易破壊
性カプセル。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の易破壊性カプセルが、処置面素材及び天面素材で形成
された内部空所に内蔵されてなることを特徴とする美容製品。
【請求項９】
　上記処置面素材が、微粉末又は液体通過性素材であることを特徴とする請求項８に記載
の美容製品。
【請求項１０】
　上記天面素材が、微粉末又は液体非通過性素材であることを特徴とする請求項８又は９
に記載の美容製品。
【請求項１１】
　上記天面素材裏面の中央部にカプセルの上蓋面が固着され、カプセルが移動することが
ないことを特徴とする請求項８～１０のいずれかに記載の美容製品。
【請求項１２】
　上記処置面素材とカプセルとの間に拡散シートを設けてカプセル内封入の液体成分をカ
プセル破壊時に処置面素材から均一に滲出せしめるようにしてなることを特徴とする請求
項８～１１のいずれかに記載の美容製品。
【請求項１３】
　化粧料塗布具又は美容パック材から選ばれることを特徴とする請求項８～１２のいずれ
かに記載の美容製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧料、薬液又は薬剤の液体又は粉末からなる局所用組成物を封入してなる
易破壊性カプセルに関する。
　また、本発明は、処置面素材と天面素材を積層して周縁を接合されてなる美容製品の内
部空所に局所用組成物を封入した易破壊性カプセルを内蔵させておき、使用時に該カプセ
ルを指圧で破壊してカプセルに封入された微粉末又は液体を外部に滲出させてなる化粧料
又は薬剤塗布用の美容製品に関する。
　本発明における美容製品とは、化粧料塗布具、顔、首、胸、頭部、頭髪、手、足等の身
体各所のパック用の美容パック材を意味する。
　さらに、本発明における美容製品の処置面とは、化粧料成分や薬液成分を塗布する側の
面、あるいは皮膚に接触する面を意味する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、塗布材料を予め密封した破壊性カプセルを、内部空所に内蔵する化粧用塗布具等
の美容製品は公知である。例えば、片面を塗布材料透過性のフェルト材料とし、他方の面
を合成樹脂フィルムとした化粧用塗布具は特許文献１に示されている。また、特許文献２
によれば、重ね合わせ対設した一対の塗布基材間の略中央に、液体化粧料を酸化防止膜で
被覆した球形のカプセル化粧料を封入し、これら両塗布基材間の外周を縫着して形成した
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液体化粧料塗布材が示されている。さらに、特許文献３では、多孔質フィルム間に薬剤等
が封入されたピロー状カプセルが内蔵されており、外側から指で押圧すると、カプセルが
破壊するカプセル内蔵の塗布具が示されている。
【０００３】
　また、特許文献４において、上層が通液性基材、下層が液非通過性基材からなり、局所
薬組成物を含有する小さな球状カプセルを内蔵する塗布具が示されている。特許文献５に
は、単層の軟質フィルムと硬質フィルムを使用して周縁部をヒートシールした易破壊性カ
プセルについて開示されている。
　これら従来の公知技術では、軟質フィルム側を押圧することによって、軟質フィルムと
硬質フィルムの界面からカプセルを破壊させて局所用組成物を滲出せしめることができる
利便性があるが、軟質フィルムが単層であるため、加工工程や輸送時に傷を受けたり、衝
撃が加わったときにカプセルが破壊し易く、また、化粧品封入の加熱滅菌工程で圧力変動
に伴う歪み等でカプセルが破壊する問題があった。これを防ぐために、フィルムの厚みを
大きくすると、使用時においてカプセルが壊れず、使用性が悪くなるという問題点があっ
た。
【０００４】
　この問題を解決するために、カプセルを形成するエンベロープの一部に切り込みを付け
る等機械的に弱い領域を形成せしめる技術が特許文献６に開示されている。この技術によ
れば、カプセル内容物を容易に排出することはできても、カプセルを破壊することはでき
ない。また加工工程や輸送時におけるエンベロープの破壊を防止することはできず、製品
の歩留まりが非常に悪いものであった。また、内容物の局所用組成物の品質を長期に亘っ
て保つことはできなかった。
【０００５】
　次に、２層タイプの包材を使用したカプセル構造について、例えば、特許文献７及び特
許文献８について開示されているが、特許文献７のカプセルは、ヒートシール層と保護層
からなる２層フィルムを包材とするカプセルであり、加圧すると、ヒートシール部が剥離
して破壊される構造のもので、ヒートシール部の剥離強度のコントロールが難しく、破壊
のし易さを重視すると、運搬時の衝撃等で使用前に破壊されたり、逆に輸送性や保管性を
重視すると、ヒートシール部の強度を高めることとなり、結果的に使用時に加圧しても容
易に破壊し難いという問題があった。また、特許文献８では、破壊部外側が金属薄片、内
側が分割片からなる構造を有するカプセル状包装体について提案されており、内側から圧
力を加えて分割片を押し開くと同時に金属薄片を破壊させるものであるが、外側が薄い金
属であるのでせん断に弱く、輸送時の衝撃、保管時の加圧応力によって容易に破壊し易い
欠点があった。
【０００６】
　以上のように、従来の技術では、製造・輸送・保管時にはカプセルの破壊を確実に防止
でき、長期間にわたってカプセルの内容物の品質劣化が防止でき、しかも使用時には、わ
ずかな力で、容易にカプセルを破壊せしめて内容物の取り出しができるという、二律背反
的性能を満たす美容製品に用いるのに適した易破壊性のカプセルは存在していなかった。
【０００７】
【特許文献１】実開昭６３―２８１７５号公報
【特許文献２】実開平２―１８３１４号公報
【特許文献３】特開平４―２５０１０９号公報
【特許文献４】PCT WO 01/03538 A1
【特許文献５】特表２００３－５１４６３９号公報
【特許文献６】特表２００１－５２１４７３号公報
【特許文献７】実開平３－４１４５１号公報
【特許文献８】特開平７－１０１７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　上述するように、従来、微粉末又は液体の化粧用や薬剤等の局所用組成物を封入したカ
プセル及びこのカプセルを美容製品に内蔵させることは知られていたが、これら公知のカ
プセル内蔵した塗布具では、指で押圧したときカプセル自体の弾性や美容用具の弾性によ
り応力が分散してカプセルを簡単に破壊することができなかった。特に積層された肉厚の
美容製品にカプセルが内蔵されている場合には、カプセルを破壊しようとすると肉厚素材
で緩衝されてカプセルが破壊し難くなり、逆にカプセルの皮膜に硬質の素材を用いて破壊
し易くすると、美容用具として使用した場合にカプセルの硬質皮膜の破壊片により肌を痛
める危険性があり、いずれも使用に適さなかった。
【０００９】
　また、塗布具に内蔵するカプセルの形状として球状やピロー状のものは公知である（特
許文献２，４）が、指で押したときに、球状やピロー状のものでは塗布具の内部空所をカ
プセルが移動しやすく、力が分散し、これにカプセル皮膜の弾性等で簡単には破壊できな
かった。
　上述のような問題点に鑑み、鋭意検討を行った結果、本発明では輸送や保管時には破壊
されることなく、内容物の局所用組成物の品質を長期に亘って維持することができ、使用
時には容易に破壊が可能で、内容物の取り出しが確実に行え、しかも製造工程での歩留ま
りが高い、易破壊性のカプセル及び該カプセルを内蔵した美容製品を提供しようとするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の易破壊性カプセルは、軟質フィルムによって局所用組成物封入用の略半球状又
は半楕円球状の収納部が形成されており、該収納部に局所用組成物の封入後にその開口部
が硬質又は半硬質フィルムの上蓋で覆われ、両フィルムの周縁鍔部がヒートシールされて
なるカプセルであって、収納部の内側層に、(A)機械的な手段による薄肉部の形成、(B)化
学的変性による脆弱部の形成、又は(C)収納部の外方に突出する突起部の形成、のいずれ
かによって、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる加圧法で、２０Ｎを超える圧
縮荷重で破壊可能な局所用組成物封入のカプセルを形成することを基本的構成とするもの
である。
　また、本発明では、上記カプセル内部に化粧料、薬液又は薬剤の液体又は粉末からなる
局所用組成物を封入したカプセルを内蔵させた美容製品を提供することができる。
【００１１】
　すなわち、本発明は以下の構成を基本とするものである。
（１）軟質フィルムによって局所用組成物封入用の収納部が形成され、該収納部の開口部
が硬質又は半硬質フィルムの上蓋で覆われ、両フィルムの周縁鍔部がヒートシールされて
なるカプセルにおいて、該軟質フィルムが、２層以上の積層体からなり、収納部に接する
側の少なくとも１つの層が易破壊部を有し、且つＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定め
られる加圧法で、２０Ｎ以下の圧縮荷重に耐えることを特徴とする易破壊性カプセル。
（２）上記収納部が、略半球状又は半楕円球状であって、その空間の７０体積％以上に局
所用組成物が封入されてなることを特徴とする上記（１）に記載の易破壊性カプセル。
（３）上記カプセルには、(A)機械的手段による薄肉部の形成、(B)化学変性による脆弱部
の形成又は(C)収納部の外側に突出する複数の突起部の形成、のいずれかによって、ＪＩ
Ｓ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる加圧方法で、２０Ｎを超える圧縮荷重で破壊可
能な易破壊部が設けられてなることを特徴とする上記（１）又は（２）に記載の易破壊性
カプセル。
（４）少なくとも２層の積層体からなる軟質フィルムのうち、局所用組成物の収納部内側
の樹脂フィルムに易破壊部が設けられ、該フィルムの補強層として含フッ素系樹脂フィル
ムを用いることを特徴とする（１）～（３）のいずれかに記載の易破壊性カプセル。
（５）上記軟質フィルムの少なくとも一層として酸素バリア樹脂フィルムを使用すること
を特徴とする（１）～（４）のいずれかに記載の易破壊性カプセル。
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（６）上記ヒートシール部が、アイオノマーを含有する（１）～（５）のいずれかに記載
の易破壊性カプセル。
（７）上記収納部に封入の局所用組成物が、粉末状、液状、ゲル状又はクリーム状の化粧
料又は薬剤から選ばれたものであることを特徴とする（１）～（６）のいずれかに記載の
易破壊性カプセル。
（８）上記（１）～（７）のいずれかに記載の易破壊性カプセルが処置面素材及び天面素
材で形成された空所に内蔵されてなることを特徴とする美容製品。
（９）上記処置面素材が、微粉末又は液体通過性素材であることを特徴とする上記（８）
に記載の美容製品。
（１０）上記天面素材が、微粉末又は液体非通過性素材であることを特徴とする上記（８
）又は（９）に記載の美容製品。
（１１）上記天面素材裏面の中央部にカプセルの上蓋面が固着され、カプセルが移動する
ことがないことを特徴とする（８）～（１０）のいずれかに記載の美容製品。
（１２）上記処置面素材とカプセルとの間に拡散シートを設けてカプセル内封入の液体成
分をカプセル破壊時に処置面素材から均一に滲出せしめるようにしてなることを特徴とす
る（８）～（１１）のいずれかに記載の美容製品。
（１３）化粧料塗布具又は美容パック材から選ばれる（８）～（１２）のいずれかに記載
の美容製品。
【００１２】
　図面を用いて本発明の易破壊性カプセル及びこのカプセルを内蔵した美容製品を説明す
る。
　図１は、本発明の易破壊性カプセルの一例の外観図、図２は、本発明の易破壊性カプセ
ル形成の一工程である加熱段階、図３は、本発明のカプセル形成の真空成形段階、図４は
、それに続くカプセル上蓋のヒートシール準備段階、図５は、上記上蓋のヒートシール段
階を示す。また、図６は、真空成形段階の別例、図７～図１０は、本発明の易破壊性カプ
セルを構成する軟質フィルムに易破壊のための薄肉部又は脆弱部を設けた各例の拡大断面
図を示す。また、本発明の易破壊性カプセルを内蔵した美容製品は、図１１及び図１２に
示すもので、図１１は、微粉末状の薬剤又は化粧料を封入した本発明の易破壊性カプセル
を内蔵した美容製品、図１２は本発明の液状の薬剤又は化粧料を封入した本発明の易破壊
性カプセルを内蔵した美容製品を示す。
【００１３】
　本発明の易破壊性カプセルは、軟質フィルム８によって液又は微粉末の薬剤又は化粧料
等の局所用組成物を封入するための略半球状又は半楕円球状の収納部が形成されており、
該収納部の開口部が硬質又は半硬質のフィルム９のカプセル上蓋で覆われ、両フィルムの
周縁鍔部がヒートシールされている。本発明の易破壊性のカプセル２は、図１に示すよう
に局所用組成物を収納するカプセル２の外側に易破壊用の突起２４を複数設けておくこと
もできる。
　このようにカプセル外側に複数の突起を形成しておくと、応力分散により、突起が１つ
のみの場合に比べ、不意の損傷を防止することができる。突起の先端は尖っていても、丸
みを帯びていてもよい。
　上記カプセル２を内部空所に内蔵する本発明の美容製品１は、液又は微粉末通過性の素
材５と液又は微粉末非通過性の天面素材６から構成されている。
　本発明の易破壊性カプセル２を内蔵した製品１を美容用具として使用するときには、液
通過性素材５側を指で押すと、カプセル２の局所組成物の収納部１９に形成されている軟
質フィルム８の易破壊部が破壊されて、カプセル内に封入されていた局所用組成物の微粉
末３又は液体４が美容製品１内に漏れ出し、液又は微粉末通過性の素材５を通過して外部
に滲出し、肌に接触する。
【００１４】
　易破壊性カプセル２に封入する局所用組成物が、液体４の場合は、図１２に示すように
塗布面素材５の内側に拡散シート７を配置することが好ましい。
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　拡散シートをカプセルと液通過性素材５との中間に配置するのは、カプセル内に液体が
封入されている場合、破壊と同時にカプセル内の化粧液や薬液４が液通過性素材５を通し
て一気に噴出し、必要以上の液体４がカプセル外側に流れ出て、結果的に周囲を汚すこと
にもなるので、これを避けるためである。拡散シートとして、繊維シート、発泡体シート
又は多孔樹脂シート等を使用することができる。これに対して封入する局所用組成物が、
微粉末３の場合は一気に噴出することがないので、このような拡散シート７を使用する必
要はない。
【００１５】
　本発明の易破壊性カプセルは、図２～図５に示すような工程で容易に形成できる。すな
わち、軟質フィルム８を図２に示すように加熱装置１０で軟化温度以上に加熱し、真空成
形用の上金型１２、下金型１３からなる成形機に供給する。下金型も加熱しておくのが好
ましい。上下の金型間に供給された軟質フィルム８は、下金型１３に設けた吸引孔１４か
らの減圧吸引により、下金型１３の半球状又は半楕円球状の局面に吸着され、局所用組成
物の封入のための凹所を形成する。次に、この凹所の局所用組成物の収納部１９に微粉末
３又は液体４の局所用組成物を適量封入するが、カプセル収納部１９への局所用組成物は
、収納部空所の７０％以上を充填すれば十分である。
【００１６】
　上記局所用組成物の収納部１９に必要量の局所用組成物の微粉末３又は液４を封入した
後、図４に示すようにカプセル上蓋となる硬質又は半硬質の熱可塑性合成樹脂フィルム９
を用いてカプセル開口部を覆い、重ね合わせて、図５に示すように上金型１２によって周
縁縁部をヒートシールする。カプセルを金型から取り出すと、風船状にふくらんだ収納部
１９の軟質フイルムの収縮力が作用して、経時的に局所用組成物は１気圧以上でカプセル
内に封入されることになる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の易破壊性カプセルは、後述するようにカプセルを形成する軟質フィルムに補強
層等を重ねることによって、輸送時や保管時には衝撃や変形を受けても、カプセルが破壊
することないようにＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる加圧方法で、２０Ｎ程
度以下の圧縮荷重に耐えるようにし、使用時には手指の比較的弱い押圧、ＪＩＳ　Ｚ０２
３８（１９９８）に定められる加圧方法で、２０Ｎ程度以上の圧縮荷重で容易にカプセル
を破壊して局所用組成物を化粧用塗布具や美容パック等の美容製品の内部に確実に滲出せ
しめるという取扱い性を飛躍的に向上できる効果がある。また、上記形成法に示すように
カプセルの製造が簡略であり、製造時や後加工時におけるカプセルの破壊にともなう歩留
まりの低下がないという顕著な効果がある。
　さらに、カプセルを形成の軟質フィルムに酸素バリア性の樹脂フィルム層を積層するこ
とによって、アスコルビン酸又はその誘導体のような易酸化性の成分を局所用組成物とし
てカプセル内に封入したときでも、使用時までの時間が長くても十分に当初の成分品質を
保持させることができる。
【００１８】
　本発明の易破壊性カプセルに充填する局所用組成物としては、上述するように液体のみ
ならず、微粉末、ゲル状、クリーム状のような美容液や薬液を封入することができ、化粧
品あるいは化粧用具等の美容製品の分野への幅広い用途開発が可能である。特に、化粧用
塗布具の分野、パック材等のパック化粧料の分野でその効果を十分発揮することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に本発明を実施するための最良の形態について説明する。
　本発明の局所用組成物を封入するためのカプセルの収納部を構成する軟質フィルム８は
、２層以上の積層構造を有する積層体であり、積層数は２層でも、３層以上であっても多
層構造のものであればよい。　　
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　軟質フィルムの積層体の積層手段は、特に限定されるものではなく、共押出し、ドライ
ラミネート、ウエットラミネート、ホットメルトラミネート、接着、蒸着、スパッタリン
グ、メッキ、塗工又は溶射等の公知の手段が適用できる。
【００２０】
　本発明のカプセルを製造するには、先ず軟質フィルムによって局所用組成物の封入のた
めに略半球状又は半楕円球状等の局所用組成物の封入のための収納部を形成するが、軟質
フィルムとして積層体を用いるときに、易破壊性の層を収納部の内側、すなわち、局所用
組成物に接する側になるように配置することが必要である。２層の場合は、図７に示すよ
うに収納部の内側から1番目の層を易破壊層にする。また、３層の場合には、図８に示す
ように、収納部の内側から1番目の層単独（図８左側）又は１番目と２番目の層（図８右
側）が易破壊層とする。
　また、収納部内側のフィルムに設ける上記易破壊部は、後述するような、(A)、(B)又は
(C)の手段によって設けておくことが重要である。
【００２１】
　軟質フィルムが、４層以上の多層の場合は、その総数をＮ層とするとき、内側の1層～
（Ｎ―１）層が易破壊性であってもよい。ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる
加圧方法で、２０Ｎ以下の圧縮荷重には耐えられるが、手指の押圧によって２０Ｎを超え
る力が作用したときに破壊可能であることが必要である。
　カプセルが破壊するときには、該収納部内側の層を破壊起点として、破壊は積層体の各
層を貫いて連続的に伝播するが、時間的には瞬間的に進行するとみるのが正確である。収
納部外側、すなわち、カプセル外側の層は、外部環境の変動から内容物を物理的・機械的
又は化学的に保護する機能、傷・衝撃からカプセルの破壊を保護する機能を有すればよく
、比較的強度の高い樹脂フィルムを使用するのが適当である。
【００２２】
　カプセルを形成する軟質フィルムとしては、低密度又は高密度のポリエチレン（ＰＥ）
、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリメチルペンテン（ＰＭＰ）等のポリオレフィン類、ポリ
エチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、２，６－
ポリエチレンナフタレート（２，６－ＰＥＮ）等のポリエステル類、ナイロン６、ナイロ
ン６，６等のポリアミド類、ポリウレタン類、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポ
リスチレン、エチレンービニル誘導体共重合体、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポ
リテトラフルオロエチレン／エチレン共重合体（ＥＴＦＥ）、テトラフルオロエチレン／
パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）、テトラフルオロエチレン／ヘ
キサフルオロプロピレン共重合体（ＦＥＰ）、ポリクロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴ
ＦＥ）等の含弗素系ポリマー等の少なくとも１層に、銅、ステンレス、アルミニウム、錫
、亜鉛又はニッケル等の金属層を適宜組み合わせた積層体を使用することもできる。金属
層は、薄いフィルム状の箔を使用してもよく、蒸着、メッキ、溶射等の手段で樹脂層に積
層してもよい。
【００２３】
　本発明の軟質フィルム８は、上述するように少なくとも２層の積層体を用いるが、易破
壊部を設けた収納部１９側の層を保護・補強するために、比較的強度の強いポリクロロト
リフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ）フィルムなどの含フッ素系樹脂フィルムを配置するの
が好ましい。具体的には、比較的強度のあるフィルムと低密度ＰＥフィルムの積層体を使
用するときには、図７に示すように低密度ＰＥフィルム２０の収納部１９側に易破壊部１
５～１７を設けて局所用組成物に直接接するようにし、その外側の補強層２１としてＰＣ
ＴＦＥフィルムを使用するのが適当である。
【００２４】
　カプセルに封入する局所用組成物の品質保持の観点から、軟質フィルムの積層体８には
、酸素バリア性の樹脂層を少なくとも1層設けておく。酸素バリア層は、図８、図９に示
すように局所組成物の収納部１９の側の樹脂フィルム２０及びその外側の補強樹脂層２１
の、さらに外側の層２２として設ければよい。
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　酸素バリア層２２を形成する樹脂として、ポリアミド類、各種金属類、含弗素重合体類
を好ましく使用できる。また、各種の酸素吸収剤を合成樹脂に混練した組成物を使用して
もよい。この酸素バリア層２２は、局所用組成物として易酸化性成分を封入したときに、
破壊性部を設けた樹脂フィルム層２０による外部からの空気や水蒸気透過をバリアする機
能や局所用組成物の気化による外部逸失を防止する機能を併せ持つことが好ましい。
【００２５】
　軟質フィルムの厚みは、積層体全体として２０μm～２００μm程度である。
　積層体厚が２０μm未満では、カプセルの耐圧縮強度が小さくなり、輸送時の衝撃等で
壊れ易くなる。逆に２００μmを越えると、耐圧縮強度が高くなりすぎ、易破壊性でなく
なる。
　なお、軟質フィルムの積層体を構成する積層数Ｎは、特に限定されないが、製造性、実
用性を考慮すると、好ましい上限値は７層程度である。
【００２６】
　本発明において、軟質フィルムから収納部を形成するには、予め積層された軟質フィル
ムを吸引しながら、図３の略半球状又は半楕円球状の凹型成形金型１３によって真空成形
、あるいは、該凹型成形金型１３を加熱しておき、吸引と同時に積層と成形を完結せしめ
る手段等がある。後者の場合、金型へ至るまでの前段階で直接又は間接的に予備加熱する
ことも可能である。加熱手段は限定されず、公知の種々の手段を適用できる。凹型成形金
型１３によって形成される収納部１８の曲率半径は、応力集中を効率的に行うため、５mm
～２０mm程度が好ましい。
【００２７】
　この収納部１９には、液状又は粉状の局所用組成物３が注入、充填されるが、局所用組
成物としては、チキソトロピー性を有する物質を含め、流動物であればいずれでもよく、
粉末状、顆粒状、液状、ゲル状又はクリーム状から選ばれた性状であり、その化学組成は
何ら限定されるものではないが、好ましくは化粧料、皮膚外用剤や各種薬剤組成物等であ
る。
　上記局所用組成物の注入充填量は、７０体積％以上であればよい。収納部に満杯になる
ように充填すると、局所用組成物が外部にはみ出やすく、ヒートシール部が接着不良とな
りやすい。大気圧以上の状態での充填が好ましいが、成形後に軟質フィルムが収縮して収
納部が実質的に加圧状態となってもよい。
【００２８】
　本発明においては、カプセルが、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）の耐圧縮強さ試験法
に定められる加圧方法で、２０Ｎ以下の圧縮荷重に耐え、２０Ｎ以上の圧縮荷重で確実に
破壊するためには、カプセルを構成する軟質フィルムに対して、局所用組成物の収納部側
に次の(A)又は(B)又は(C)の手段を講じる必要がある。
【００２９】
　(A)薄肉部の形成としては、ドラフティング（延伸）、サンドブラスト、レーザーや高
圧流体等の物理的・機械的手段で、軟質フィルムの収納部側に、凹型、Ｕ字型、矩型、Ｖ
字型等の厚み方向に貫通されることのないハーフカット部あるいはドット状、格子状等の
柄等のエンボス部を形成する。
　トムソン型やダイセット金型等を用いた打抜きあるいはプレス、彫刻、刻設等も適当で
ある。
【００３０】
　(B)脆弱部の形成は、化学的変性による脆弱部の形成であり、紫外線等の光線や放射線
による分解、熱分解、加水分解、酸・アルカリによる分解、酸化分解、溶剤処理、プラズ
マあるいはイオンによるスパッタリング又はエッチング加工等の手段で形成する。
　(C)突起部の形成としては、加熱状態下に真空成形するときに金型に複数の吸引孔を設
けておいて、少なくとも１個の吸引孔を図６に示すように若干の円錐台形状１４‘・・・
としておき、軟質フィルムを軟化状態でドラフトを与えながら成形することで、薄肉状の
突起を複数個形成せしめる方法が好ましく使用できる。この場合、図１０に示すように収
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納部１９側の樹脂フィルム２０，比較的強度の高い樹脂フィルム２１が吸引孔に引っ張ら
れて局所用組成物の収納物の外側に突起２４となる。上記突起の個数として、２個～５個
程度が好ましい。突起を形成する部位は、特に限定されないが、図１に示すようにカプセ
ル収納部外側の半球状の頂面付近に形成しておくと、カプセルが破壊し易い。
【００３１】
　本発明では、積層構成の最適設計と、上記(A)、(B)又は(C)の手段を施すことによって
、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる加圧法で、２０Ｎ以下の圧縮荷重に耐え
る破壊部を有するカプセルが形成されることとなり、使用時の破壊のための手指による押
力として、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）の耐圧縮強さ試験法に定められる加圧方法で
、圧縮荷重２０Ｎを超える力によって確実にカプセルを破壊することができる。
【００３２】
　保管時の圧縮荷重の臨界値として、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）の耐圧縮強さ試験
法に定められる加圧方法で、２０Ｎの圧縮荷重に耐えられることを設定した理由は、製品
としての歩留まり、保管、品質保証の点から重要である。
　また、カプセルの破壊時に、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）の耐圧縮強さ試験法に定
められる加圧方法で、２０Ｎを超える圧縮応力によって破壊できるように設定した理由は
、主として化粧品分野での使用を前提とすると、手指の力だけで破壊できる押力に対応す
るからである。カプセルの易破壊部の上記耐圧縮荷重が、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８
）の耐圧縮強さ試験法に定められる加圧方法で、２０Ｎより小さい場合には、輸送あるい
は保管時の衝撃、歪みで破壊され、液又は粉末が漏れ出て美容製品の品質を低下させるこ
ととなる。
　したがって、本発明の易破壊性カプセルは、好ましくは、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９
８）の耐圧縮強さ試験法に定められる加圧方法で、２０Ｎを超える圧縮荷重で破壊するよ
うに設計するとよい。さらに好ましくは、２５Ｎ以上７０Ｎ以下の範囲の圧縮荷重で破壊
するのが最も効率的である。
【００３３】
　本発明のカプセルは、収納部を形成する軟質フィルムと蓋部を形成する硬質又は半硬質
の熱可塑性樹脂フィルムとは周縁鍔部でヒートシールするが、該周縁鍔部におけるヒート
シール強度は軟質フィルムに設けた易破壊部で必ず破壊が発生するように、軟質フィルム
の引裂強度や引張強度より高くなるようにする。このため、両者のヒートシールをより確
実にするためにホットメルトや接着剤を併用することが好ましく、ヒートシール部がアイ
オノマーを含むと、さらにシール強度を高めることができるので、特に好都合である。
　カプセル蓋部を構成する硬質又は半硬質の熱可塑性樹脂フィルム９は、基本的な材料と
しては、上記軟質フィルムと同様の素材群から選択できるが、単層であってもよいし、酸
素、水蒸気等のバリア性を有する層を含む積層体であることが好ましい。保形性を持たせ
るために、局所用組成物の収納部を形成する軟質フィルム８よりもガラス転移温度の高い
素材を選定するか、結晶性の高い素材を選定するか、あるいは材料厚みを厚くすること等
が好ましい。
【００３４】
　本発明の易破壊性カプセルの使用用途はいろいろ考えられるが、化粧用塗布具やパック
材、パック化粧料、パッティング材等の美容製品に適用するのが最も適している。
　美容製品を構成する処置面素材は、液体又は微粉末通過性であれば、特に限定されず、
塗布、パック等の処置を行うのに適した素材であり、好ましくは繊維シート、発泡体、紙
又は樹脂シート等を使用することができる。
　一方、天面素材も特に限定されず、上記の各シート類を使用できるが、好ましくは、液
体又は微粉末非通過性である方が内容物が外部に漏れ出さない。
　該化粧用塗布具やパック材の内部にカプセルを配置する形態は、特に限定されるもので
はないが、カプセルの破壊部が塗布具やパック材の液体又は微粉体の透過性基材と直接的
に接するよう配置する。また、粉体や液体の局所用組成物を均一に分散できるように、該
局所用組成物の流れ方向を制御するための多孔性フィルム等を配置するのが良いが、局所
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用組成物が特に液体の場合には、図１２に示すように液体が一気に外部に侵出しないよう
に拡散シートを設けることが好ましい。
【００３５】
〔実施例〕
以下、実施例によって更に詳しく本発明を説明する。
【実施例１】
【００３６】
　（易破壊性カプセルの形成）
　軟質フィルムとしてポリクロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ）フィルム（１５μ
m厚）と低密度ポリエチレンフィルム（５０μm厚）とをそれぞれ予備加熱しながら、加熱
された半球状の真空成形金型（直径３２mm、深さ１６mm）上に導き、ＰＣＴＦＥフィルム
が半球の外面を形成するように配置して、減圧吸引を行い、金型曲面に吸着させた。ＰＣ
ＴＦＥフィルムと低密度ポリエチレンフィルムとは、ヒートラミネートされて積層一体化
する。
　次いで、刻設用の上金型を使用して、平面視でＴ字型のハーフカット部をポリエチレン
フィルム側に形成し、金型曲面に沿った凹部収納部を形成した。
　続いて、該半球形状の収納部に下記「表１」の配合の美容液を８ml注入し（充
填率９３体積％）、半硬質フィルムとして、ＰＥＴ（１５μm厚）／アルミニウム（１０
μm厚）／ポリエチレン（５０μm厚）のラミネートフィルム（７５μm）を上蓋素材とし
て用い、上記収納部の開口を覆う。周縁鍔部でポリエチレン層同士が接合するようにし、
接合面にアイオノマーとして“サーリン”（デュポン社製）をコーテイングし、該周縁部
をヒートシールして易破壊性カプセルを製造した。
　このカプセルは、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる加圧方法で加圧したと
ころ、２０Ｎの圧縮荷重で破壊することはなかった。
　このカプセルは、成形工程や加熱滅菌工程においてＰＣＴＦＥ層の保護作用で、製造時
のカプセル損傷による歩留まり低下もなく、輸送時や保管時において衝撃や歪みが加わっ
てもカプセルが潰れることはなかった。また、ＰＣＴＦＥ層による酸素や水分に対するバ
リア機能のため、内容物の長期保存安定性に優れていた。
　また、このカプセルを局所的に押圧（ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる加
圧方法で３２Ｎの圧縮荷重）したところ、Ｔ字型ハーフカット部が破壊起点となって、カ
プセルを容易に破壊することができた。
　同じ操作を１０個の試験体で実施しても再現性は良好であった。
【００３７】
【表１】

【実施例２】
【００３８】
　（易破壊カプセルの製造）
　ナイロン６の外層（厚み２０μm）、酸素吸収剤の鉄粉を練りこんだポリプロピレン酸
素バリア中間層（厚み２５μm）、低密度ポリエチレン内層（厚み２０μm）の３層積層体
を共押出法によって製造した。次いで、低密度ポリエチレン層にプラズマエッチング処理
を施して一部分を化学変性で劣化せしめ、易破壊層とした。
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　該積層体を予備加熱しながら、加熱金型曲面（直径３２mm、深さ１６mm）に減圧吸引を
行いながら吸着させ、収納部を形成した。
　次いで、収納部に下記「表２」の配合の美容液７ml（充填率８２体積％）を注
入した。続いて、該開口部を１００μm厚の半硬質ポリプロピレンフィルムをかぶせ、周
縁鍔部をヒートシールし、易破壊性カプセルを製造した。
　このカプセルを、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる加圧方法で加圧したと
ころ、２０Ｎの圧縮荷重で破壊することはなかった。
　このカプセルは、成形工程及び後の加熱滅菌工程においてもナイロン６層による保護作
用で、製造時の損傷による歩留まり低下もなく、輸送時や保管時において衝撃や歪みが加
わってもカプセルが破壊されることはなかった。また、酸素吸収剤含有層による酸素バリ
ア機能のため、アスコルビン酸グルコシドを含む内容物の長期保存安定性に優れていた。
　該カプセルを、液透過性のフォーム体と樹脂フィルムとから形成された塗布具の内部に
フォーム体側に拡散シートを介在させて内蔵させ、押圧（ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８
）に定められる加圧方法で４１Ｎの圧縮荷重）ところ、カプセルのプラズマエッチング処
理した化学変性部が破壊起点となって、カプセルを容易に破壊し、内容液がフォーム体の
塗布面を通して容易に滲出させることができた。
　同じ操作を１０個の試験体で実施しても再現性は良好であった。
【００３９】
【表２】

【実施例３】
【００４０】
　（易破壊カプセルの製造）
　軟質フィルムとして、ナイロン６保護層（厚み３０μm）、アルミニウム酸素バリア層
（厚み１５μm）と低密度ポリエチレン内層（厚み１５μm）からなり、アルミニウム層が
中間となるように配置した３層積層体をメルトラミネート法によって製造した。
　次いで、易破壊部としてサンドブラスト装置を用いて低密度ポリエチレン層に円形状（
直径５mm）の薄肉部を形成した。
　この積層体を予備加熱しながら、ナイロン６の層が金型に接するように、加熱金型曲面
（直径３２mm、深さ１６mm）に減圧吸引を行いながら吸着させ収納部を形成した。
　次いで、先の「表２」の処方の美容液を６．５ml注入し（充填率７６体積％）
、半硬質ポリプロピレンフィルム（１００μm厚）で収納部の開口を覆い、周縁鍔部をヒ
ートシールし、易破壊性カプセルを製造した。
　このカプセルは、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる加圧方法で２０Ｎの圧
縮荷重に耐えた。
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　また、このカプセルは、成形工程、加熱滅菌工程において、ナイロン６外層による保護
作用で、製造時の損傷による歩留まり低下もなく、輸送時や保管時において衝撃、歪みが
加わってもカプセルが破壊されることはなかった。また、アルミニウム層による酸素バリ
ア機能のため、アスコルビン酸グルコシドを含む内容物の長期保存安定性に優れていた。
　さらに、このカプセルを局所的に押圧（ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる
加圧方法で２３Ｎの圧縮荷重）したところ、低密度ポリエチレン内層に設けた薄肉部が破
壊起点となって、カプセルを容易に破壊することができた。
　同じ操作を１０個の試験体で実施しても再現性は良好であった。
【実施例４】
【００４１】
　（易破壊カプセルの製造）
　ナイロン６の外層（厚み１５μm）、酸素吸収剤として鉄粉を配合の高密度ポリエチレ
ン酸素バリア層（厚み２０μm）と低密度ポリエチレン中間層（厚み１０μm）から３層積
層体を共押出法によって製造した。
　この積層体を予備加熱しながら、ナイロン６の層が金型に接するように、突起形成用の
３つの孔を備えた加熱金型曲面（直径３２mm、深さ１６mm）に減圧吸引を行いながら吸着
させ、収納部を形成した。
　次いで、収納部に下記「表３」の処方の美容液を８ml注入し（充填率８７体積
％）、収納部の開口を１００μm厚みの半硬質ポリプロピレンフィルムで覆い、上蓋とし
、周縁鍔部をヒートシールし、図１０に示す断面形状の易破壊性カプセルを製造した。
　このカプセルを、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる加圧方法で加圧したと
ころ、２０Ｎの圧縮荷重で破壊されることはなかった。
　このカプセルは、成形工程、加熱滅菌工程において、ナイロン６外層による保護作用で
、製造時の損傷による歩留まり低下もなく、輸送時や保管時において衝撃、歪みが加わっ
てもカプセルが潰れることはなかった。また、酸素吸収剤練込み高密度ポリエチレン層に
よる酸素バリア機能のため、内部の組成物の長期保存安定性に優れていた。
　さらに、このカプセルを局所的に押圧する（ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定めら
れる加圧方法で、８１Ｎの圧縮荷重）と、突起部に応力が集中して、該カプセルを容易に
破壊することができた。
　同じ操作を１０個の試験体で実施しても再現性は良好であった。
【００４２】
【表３】

【実施例５】
【００４３】
　（易破壊カプセルの製造）
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　軟質フィルムとしてポリクロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ）フィルム（１５μ
m厚）と、片側エンボス装置を使用してドット状のエンボス部を形成した低密度ポリエチ
レンフィルム（５０μm厚）をそれぞれ予備加熱しながら、加熱された半球状金型（直径
３２mm、深さ１６mm）上に導き、ＰＣＴＦＥフィルムが半球の外面を形成するよう配置し
て、減圧吸引を行いながら下金型の曲面に収納部を形成するように吸着させた。この工程
で、ＰＣＴＦＥフィルムと低密度ポリエチレンフィルムとはヒートラミネートされて積層
一体化される。次に、上金型を使用して点状にエンボスし、収納部内側に易破壊部を形成
した。
　上記収納部に下記「表４」の処方の粉末組成物を８ml注入し（充填率８３体積
％）、上蓋用の半硬質フィルムとして、ＰＥＴ（１５μm厚）／アルミニウム（１０μm厚
）／ポリエチレン（５０μm厚）のラミネートフィルムで覆い、ポリエチレン層同士が接
合するよう配置する。ポリエチレン層には、アイオノマーとして“サーリン”（デュポン
社製）がブレンドされている。周縁鍔部をヒートシールし、易破壊性カプセルを製造した
。
　このカプセルを、ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められる加圧方法で加圧したと
ころ、２０Ｎの圧縮荷重で破壊されることはなかった。
　このカプセルは、成形工程においてもＰＣＴＦＥ層による保護作用で、製造時の損傷に
よる歩留まり低下もなく、輸送時や保管時において衝撃、歪みが加わってもカプセルが潰
れることはなかった。また、ＰＣＴＦＥ層による酸素や水分に対するバリア機能のため、
内容物の長期保存安定性に優れていた。
　また、このカプセルを局所的に押圧する（ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に定められ
る加圧方法で、５４Ｎの圧縮荷重）と、エンボス部が破壊起点となって、カプセルを容易
に破壊することができた。
　同じ操作を１０個の試験体で実施しても再現性は良好であった。
【００４４】
【表４】

【実施例６】
【００４５】
　　（塗布具への適用）
　塗布具の天面素材に合成皮革を、処置面（塗布面）素材に起毛編み地を用いて、両者を
積層して直径７cmの円形にカットした。
　天面素材の裏面内側の中央部に実施例１で得られたカプセルの上蓋（半硬質フィルム側
）を固着し、編み地側に不織布の拡散シートを介在させて、合成皮革と起毛編み地の周縁
を接合して塗布具を得た。
　得られた塗布具を起毛編み地の外側から指で押圧する（ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８
）に定められる加圧方法で４１Ｎの圧縮荷重）と、塗布具に内蔵されたカプセルが容易に
破壊し、カプセルに封入された美容液が編み地塗布面を通して容易に滲出させることがで
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きた。
【実施例７】
【００４６】
（パック材への適用）
　コットン１００％の目付５０g/m2のスパンレース不織布を処置面（パック面）素材とし
、厚み５０μmのポリエチレンフィルムを天面素材として、これらを重ね合わせ、空所中
央部に実施例２で得られた易破壊性カプセルを固着した。
　次いで、該カプセルとスパンレース不織布の間に、拡散シートとしてポリエチレン製多
孔フィルムを挿入し、顔面形状に打抜き、該吸液性フィルムとＰＥフィルムの周縁鍔部を
ヒートシールしてパック材を製造した。
　このパック材を顔面に当て、カプセルを押圧する（ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に
定められる加圧方法で、３９Ｎの圧縮荷重）と、容易にカプセルが破壊して、吸液性素材
に美容液が滲出して、パック材全体に万遍無くいきわたらせることができた。このように
本カプセルは、パック材用途へ使用するのに適していた。
【実施例８】
【００４７】
（パッティング材への適用）
　パッティング材の処置面（パッティング面）素材としてコットン１００％のスパンレー
ス不織布を、天面素材としてＰＥフィルムを用いて、両者を積層して直径１０cmの円形に
カットした。
　ＰＥフィルムの裏面内側の中央部に実施例４で得られた易破壊カプセルの上蓋（半硬質
ポリプロピレンフィルム）を固着して、周縁鍔部を接合してパッティング材を得た。
　得られたパッティング材の外側から指で押圧する（ＪＩＳ　Ｚ０２３８（１９９８）に
定められる加圧方法で、３６Ｎの圧縮荷重）と、内蔵されたカプセルは容易に破壊して内
部の美容液が塗布面側を通して滲出させることができ、パッティング材に使用するのに最
適であった。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の易破壊性カプセル一例の外観図
【図２】軟質フィルム加熱状態図
【図３】本発明の易破壊性カプセルの真空成形段階
【図４】本発明の易破壊性カプセルの上蓋ヒートシール準備段階
【図５】本発明の易破壊性カプセルの上蓋ヒートシール段階
【図６】本発明の易破壊性カプセルの真空成形段階の別例
【図７】本発明の易破壊性カプセルを構成する軟質フィルムの拡大断面図　　　　（図の
上側が収納部内側に対応する）
【図８】本発明の易破壊性カプセルを構成する軟質フィルムの拡大断面図　　　　（図の
上側が収納部内側に対応する）
【図９】本発明の易破壊性カプセルを構成する軟質フィルムの拡大断面図　　　　（図の
上側が収納部内側に対応する）
【図１０】本発明の易破壊性カプセルを構成する軟質フィルムの拡大断面図　　　　（図
の下側がカプセル外の突起）
【図１１】本発明の化粧用塗布具（微粉末封入カプセル）
【図１２】本発明の化粧用塗布具（液状体封入カプセル）
【符号の説明】
【００４９】
１　　本発明のカプセルを内蔵した化粧用塗布具
２　　本発明の易破壊性カプセル
３　　易破壊性カプセル封入用の微粉末成分（化粧料又は薬剤）
４　　易破壊性カプセル封入用の液体成分（化粧液又は薬液）
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５　　液又は微粉末通過性の素材
６　　液又は微粉末非通過性の天面素材
７　　拡散シート
８　　軟質フィルム
９　　非破壊性の硬質又は半硬質の合成樹脂フイルム
１０　加熱装置
１１　加熱装置
１２　真空成形の上金型
１３　真空成形の下金型
１４　真空成形用減圧吸引孔
１４‘　真空成形用減圧吸引孔の一例
１５　軟質フィルム（２層構造）凹型薄肉部
１６　軟質フィルム（３層構造）Ｖ字型薄肉部
１７　軟質フィルム（３層構造）Ｕ字型薄肉部
１８　酸素バリア性層
１９　局所用組成物収納部
２０　樹脂フィルム
２１　強度の比較的高い樹脂フィルム
２２　酸素バリアフィルム
２４　突起
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